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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS Z 0650:1995 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた日本工業標準調査会の審議等の手続は，不正競争防止法等の一部

を改正する法律附則第 9 条により，日本産業標準調査会の審議等の手続を経たものとみなされる。 
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ユニットロードシステム通則 

General rules for unit-load system 

 
序文 

物流とは，物資を供給者から需要者へ，時間的及び空間的に移動させる活動であり，経済活動及び社会

生活を支える重要な社会基盤としての役割を担っている。ユニットロードは物流を効率化するために発展

してきたが，その効果を最大限に発揮するためには，荷物を可能な限り，共通のモジュールからなるシス

テムとして体系化し，かつ，このシステムに適合した機械及び器具によって取り扱われる必要がある。 

この規格は，1995 年に，パレチゼーションによる一貫輸送をはじめとする，体系化されたユニットロー

ドを構築することによって，物流の合理化を図るための指針として制定され，今日に至っているが，ヨー

ロッパの現状及びアジアとの輸出入の増大を鑑み，1 100 mm×1 100 mm パレットに加え，新たに 1 200 mm

×1 000 mm（長辺×短辺）パレットにも対応するべく見直しを行った。 

JIS Z 0665 では“サプライチェーンの階層”が示されているが，物流ではこれらの全階層にわたる整合

性を図ることが重要である。この規格では，それぞれの階層のユニットロードについて，その上位階層と

下位階層との関係を考慮して標準を定めることが望ましいとの考え方に基づき，ユニットロードを規制す

る要因と荷役及び運搬・輸送のための機械及び器具を整理したうえで，パレットサイズレベルのユニット

ロードを対象として標準を作成した。 

このような考え方による標準の制定によって，パレタイズ化はもちろん，パレタイズド貨物の解体後の

作業性を含む，サプライチェーン全体を通してのマテリアルフローが最適化され，空間効率・時間効率を

改善させるための，ユニットロードの新たな指針となることが期待される。 

なお，対応国際規格は現時点では制定されていない。 

1 適用範囲 

この規格は，1 100 mm×1 100 mm 及び 1 200 mm×1 000 mm のパレット寸法を基本とするパレチゼーシ

ョンによる一貫輸送をはじめ，体系化されたユニットロードシステム（図 1 参照）を構築し，物流の合理

化を図るための指針となる事項について規定するとともに，ユニットロードシステムの中心となるパレタ

イズド貨物の運搬，保管などに関係する機械及び器具について規定する。 

なお，平面寸法については，全て長辺×短辺と表記する。 
 


